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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１ケース部材と第２ケース部材とによって基板を収容する遊技機用基板ケースを備え
た遊技機であって、
　前記第１ケース部材から前記第２ケース部材側に向けて挿入される結合部材と、
　前記結合部材を受け入れる受入部と、
　固有の識別情報が記録された記録媒体が設けられ、かつ、固有の識別情報を特定するた
めの情報が印字される印字領域を備えるシール部材と、を備え、
　前記シール部材は前記受入部に受け入れられた結合部材を隠すように、かつ、当該結合
部材と前記シール部材の記録媒体との位置が対応し当該結合部材と前記印字領域との位置
が対応しないように貼付され、
　前記シール部材の記録媒体と対応する位置にある前記結合部材を工具を用いて前記受入
部から取り外すときに前記シール部材の記録媒体が前記工具によって破壊されて読み取り
不能になり、
　前記結合部材は、前記シール部材が貼付される面よりも下方に位置するように前記受入
部に受け入れられることを特徴とする遊技機。
【請求項２】
　前記結合部材はドライバーによって取り外し可能なねじであり、
　前記シール部材は前記ねじの頭部と前記記録媒体との位置が対応するように貼付される
ことを特徴とする請求項１記載の遊技機。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、所定のプリント基板か収容されている遊技機用基板ケースを備える遊技機に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、スロットマシンやパチンコ機等の遊技機には、ゲーム性に関与する複数の基板
が配設されている。
　これらの基板には、遊技の結果を左右するとともに、遊技機全体を制御する主要な基板
である主基板が含まれている。
　主基板は、プリント基板上にＣＰＵ，ＲＯＭ，ＲＡＭ等の種々の電子部品が配置された
コンピュータとして構成されている。
　このような遊技の結果を左右する主基板は、不正改造の対象となりやすく、そのために
、当該主基板を透明な二つのケースの間に挟んで収容するとともに、さらに、このケース
を開封不能に封止する封止構造が設けられている。
【０００３】
　この封止構造は、主基板が不正改造されることを防止するためもので、一般的には、ケ
ース同士が重なる接合部を特殊なネジ等で封止することで、開封不能としてある。
　このようなケースの封止構造は、例えば、特開２００２－１２６３０７号の「パチンコ
機用基板ケースの封止構造」（特許文献１）や、特開２００２－１１９７１９号の「遊技
機の基板ケース」（特許文献２）等、従来から多数提案されている。
【０００４】
　また、特開２００６－２９６５８１号の「遊技機用基板ケース及びそれを搭載する遊技
機」（特許文献３）に提案されているように、二つのケースに跨って封印シールを貼付す
る封止構造も知られている。この封印シールは、開封の痕跡を明確に残すように、簡単に
破れる脆弱な部材で構成されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００２－１２６３０７号公報（第１１頁、第１図、第５図）
【特許文献２】特開２００２－１１９７１９号公報（第８頁、第２図、第５図）
【特許文献３】特開２００６－２９６５８１号公報（第１６頁、第３図）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は、封印シールが開封されたときには、その痕跡を残す遊技機の提供を目的とす
る。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するため、本発明の遊技機は、第１ケース部材と第２ケース部材とによ
って基板を収容する遊技機用基板ケースを備えた遊技機であって、前記第１ケース部材か
ら前記第２ケース部材側に向けて挿入される結合部材と、前記結合部材を受け入れる受入
部と、固有の識別情報が記録された記録媒体が設けられ、かつ、固有の識別情報を特定す
るための情報が印字される印字領域を備えるシール部材と、を備え、前記シール部材は前
記受入部に受け入れられた結合部材を隠すように、かつ、当該結合部材と前記シール部材
の記録媒体との位置が対応し当該結合部材と前記印字領域との位置が対応しないように貼
付され、前記シール部材の記録媒体と対応する位置にある前記結合部材を工具を用いて前
記受入部から取り外すときに前記シール部材の記録媒体が前記工具によって破壊されて読
み取り不能になり、前記結合部材は、前記シール部材が貼付される面よりも下方に位置す
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るように前記受入部に受け入れられる構成としてある。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本発明の一実施形態に係るスロットマシンの内部構成を示す概略斜視図である。
【図２】本発明の一実施形態に係る遊技機用基板ケースの開放した状態を示す概略斜視図
である。
【図３】本発明の一実施形態に係る遊技機用基板ケースの閉じる直前の状態を示す概略斜
視図である。
【図４】本発明の一実施形態に係る遊技機用基板ケースの閉じる直前の状態を示す、フラ
ンジ部の拡大図である。
【図５】本発明の一実施形態に係る遊技機用基板ケースの閉状態を示し、遊技機用基板ケ
ースに封印シールとカバーを取り付ける組立図である。
【図６】本発明の一実施形態に係る遊技機用基板ケースに係止されるカバーを示し、（ａ
）は、上面側から見た斜視図であり、（ｂ）は、底面側から見た斜視図であり、（ｃ）は
、（ａ）におけるＡ－Ａ断面図である。
【図７】本発明の一実施形態に係る遊技機用基板ケースの本体フランジ部を示し、カバー
が取り付けられる部分の拡大図である。
【図８】本発明の一実施形態に係る遊技機用基板ケースを裏面側から見た斜視図であり、
本体フランジ部の凹部にシールド板を取り付ける組立図である。
【図９】本発明の一実施形態に係る遊技機用基板ケースにカバーを係止させる構造を示す
断面図である。
【図１０】本発明の一実施形態に係る遊技機用基板ケースの蓋ケースと本体ケースを閉じ
てからカバーを取り付けるまでの動作を示し、（ａ）は、蓋ケースと本体ケースを閉じた
状態を示す説明図であり、（ｂ）は、封印シールを貼付した状態を示す説明図であり、（
ｃ）は、カバーを取付けた状態を示す説明図である。
【図１１】本発明の一実施形態に係る遊技機用基板ケースのカバーを分断する動作を示し
、（ａ）は、凸部を剪截した状態を示す説明図であり、（ｂ）は、カバーを分断した状態
を示す説明図である。
【図１２】本発明の一実施形態に係る遊技機用基板ケースのカバーの一部を取り外してか
ら蓋ケースと本体ケースが開放されるまでの動作を示し、（ａ）は、蓋フランジカバー部
を取り外した状態を示す説明図であり、（ｂ）は、封印シールを切断した状態を示す説明
図であり、（ｃ）は、ネジを取り外し、蓋ケースと本体ケースが開放可能な状態を示す説
明図である。
【図１３】本発明の一実施形態に係る遊技機用基板ケースの封印シールをウレタン材でコ
ーティングした状態を示す説明図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、本発明に係る遊技機用基板ケースの好ましい実施形態について、各図を参照して
説明する。
　遊技機には、パチンコ機、スロットマシン、アレンジボール、雀球など様々な機類があ
るが、本実施形態では、メダルを遊技媒体とするスロットマシンに本発明の遊技機用基板
ケースを適用した場合について説明する。
【００１０】
［スロットマシン］
　図１に示すように、スロットマシン１００は、複数のリール１１０ａ，１１０ｂ，１０
０ｃを回転させることによって遊技媒体であるメダルを獲得することができる回胴式遊技
機を構成している。
　スロットマシン１００は、必要な機械、装置等を収納する正面側が開口した筐体１００
ｂと、筐体１００ｂの正面側を開閉可能に覆う前扉１００ａとで構成されている。
　前扉１００ａは、筐体１００ｂにヒンジ等を介して開閉可能に取り付けられる扉体で、
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この前扉１００ａに各リール１１０の回転を始動させるスタートレバーや、回転している
各リール１１０を停止させる３つの停止ボタンなどの複数の操作手段が設けられて、スロ
ットマシン１００の正面部を構成している。
【００１１】
　筐体１００ｂの中央には、リール１１０ａ，１１０ｂ，１１０ｃと、各リール１１０を
回転可能に支持する図示しないモータ及び回転位置を検出するセンサ等が設けられている
。
　また、筐体１００ｂの下部には、メダルの貯留・払出しを行うメダル払出装置１２０が
設けられる。
　筐体１００ｂの上部には、所定のプリント基板が収容された基板ケース１が設けられて
いる。
【００１２】
　基板ケース１は、本発明の遊技機用基板ケースの一例であり、上記の各操作手段からの
信号に基づき、各リール１１０、メダル払出装置１２０などの各装置を制御することで、
スロットマシン遊技の進行制御を行う、いわゆる主基板２が収容されている。
【００１３】
　このような構成からなるスロットマシン１００は、主基板２により、以下のように制御
されてスロットマシン遊技が進行する。
　まず、遊技者によりメダルが投入され、スタートレバーが操作されると、主基板２は、
各リール１１０を回転させる制御を行うとともに、ボーナスや小役等を抽せんする内部抽
せんを行い、各停止ボタンが押下操作されたタイミングに基づき、抽せん結果に応じた図
柄の組合せで停止するよう、回転している各リール１１０の停止制御を行う。
【００１４】
　また、主基板２は、各リール１１０に停止表示される図柄の組合せを判定し、所定の図
柄の組合せのときには、メダル払出装置１２０に対して所定数のメダルを払い出させる制
御を行う。
【００１５】
　このようなスロットマシン遊技の進行を制御する主基板２は、ＣＰＵ（中央演算処理装
置）、ＲＯＭ及びＲＡＭなどの記憶手段、Ｉ／ＯインターフェイスなどのＩＣ部品、抵抗
、コンデンサ、トランジスタなどの様々な電子部品が実装された部品実装面２ａと、これ
らの部品のリード部を半田接合する半田面２ｂとからなるプリント基板で構成されている
（図２参照）。
　主基板２は、例えば、ＲＯＭに記憶されているプログラムの内容を書替えたり、実装さ
れている電子部品を異なる電子部品に取り替えたりすることで、スロットマシン１００に
おける遊技特性（例えば、出玉率）を容易に変更できるため、不正改造がなされる可能性
の高い基板とされている。
【００１６】
　そこで、本実施形態の基板ケース１は、図２及び図５に示すように、主基板２を蓋ケー
ス３と本体ケース４の間に挟んで収容するとともに、所定のかしめ構造３０，４０によっ
て、開封不能に封止している。さらに、基板ケース１は、各ケース３，４に跨って貼付さ
れる封印シール７とカバー８とを備えている。そして、このカバー８は、シール貼付面３
１０，４１０ａを覆うのみならず、二つのケースを開封不能に封止する機能をも有してい
る。
　以下、本実施形態の基板ケース１の構成について、図２～図１３を参照しつつ説明する
。
【００１７】
［基板ケース］
　基板ケース１は、各図に示すように、矩形状のケース構造を有し、主基板２の部品実装
面２ａ側を覆う蓋ケース３と、半田面２ｂ側を覆う本体ケース４を備えている。
　本実施形態では、主基板２は蓋ケース３に所定のネジにより螺着されて収容されるよう
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になっている（図２参照）。
　蓋ケース３と本体ケース４は、部品実装面２ａと半田面２ｂを外部から視認可能、かつ
、容易に破壊できないように、無色透明な工業用樹脂（例えば、ポリカーボネート）で形
成されている。
　また、基板ケース１は、蓋ケース３と本体ケース４とを開閉可能に支持するヒンジ１ａ
を備えている。このヒンジ１ａは、ケース閉状態において、蓋ケース３と本体ケース４と
を軸止し、ヒンジ１ａ側からケースを開放することができないように構成してある。
　なお、基板ケース１は、本体ケース４側が筐体１００ｂ奥に面するとともに、蓋ケース
３側が筐体１００ｂの正面側開口を向くように、すなわち、部品実装面２ａが正面から見
えるよう、筐体１００ｂに配置されている。
【００１８】
　また、基板ケース１は、蓋ケース３と本体ケース４とを開封不能に封止するかしめ構造
を備えている。
　具体的には、かしめ構造は、図２及び図５に示すように、蓋ケース３に形成した蓋かし
め部３０と、本体ケース４に形成した本体かしめ部４０と、かしめピン５とで構成され、
蓋ケース３と本体ケース４とを閉状態にして、かしめピン５を挿入口４０ａから挿入する
と（図２参照）、かしめピン５が各かしめ部３０,４０に亘って嵌入されるとともに、脱
抜不能に取り付けられることで、蓋ケース３と本体ケース４とを開封不能に封止する（図
５参照）。
【００１９】
　また、基板ケース１は、蓋ケース３と本体ケース４とを開封不能に封印する封印シール
７を備えている。
　封印シール７は、本発明のシール部材の一例であり、図５又は図１０（ｂ）に示すよう
に、固有のＩＤ情報を示すＱＲコード（登録商標）７ａが表面に印刷されるともに、この
ＩＤ情報を記録したパッシブタイプのＩＣタグ７ｂと、タグリーダからの電波を受信して
、ＩＣタグ７ｂを発電させるとともに、反射波にＩＤ情報を搬送してタグリーダに送信す
るアンテナ７ｃとが所定の接着剤が塗布された裏面に配設されている。
　この封印シール７は、貼付された状態で剥がすと、アンテナ７ｃが破断され、タグリー
ダからの電波を受信不能、又はＩＤ情報を送信不能、すなわち、タグリーダがＩＤ情報を
読み取り不能となるよう、破れ易い脆弱な紙材で形成されている。そこで、基板ケース１
が開封されたときに、ＩＤ情報が読み取り不能な状態となるように、封印シール７を蓋ケ
ース３と本体ケース４とに跨って貼付するシール貼付面を設けてある。
【００２０】
　シール貼付面は、蓋ケース３と本体ケース４に形成された蓋フランジ部３１と本体フラ
ンジ部４１とで構成される。
　具体的には、蓋ケース３と本体ケース４には、それぞれそのケース外縁から収容された
主基板２とほぼ平行に突出する蓋フランジ部３１と本体フランジ部４１とを形成してある
。
　本体フランジ部４１は、ヒンジ部１ａ対辺側の外縁から突出する矩形状の凸部であり、
その上面には、ケース閉状態において、蓋フランジ部３１と重なる部位に対応する本体フ
ランジ面４１０ｂと、蓋フランジ部３１と重ならず、外部に露出される部位となる本体フ
ランジ面４１０ａとが形成されている。
　蓋フランジ部３１は、ヒンジ部１ａ対辺側の外縁から突出し、ケース閉状態において本
体フランジ面４１０ｂを覆うように略コの字状に形成され、その上面には、ケース閉状態
において本体フランジ面４１０ａと面一となる蓋フランジ面３１０を形成してある。
　そして、シール貼付面は、図５に示すように、ケース閉状態にしたときの蓋フランジ面
３１０と本体フランジ面４１０ａとで構成される。
【００２１】
　このようにシール貼付面を構成することで、封印シール７が主基板２の視認性を阻害す
ることもなく、また、封印シール７と主基板２がほぼ平行となるため、本実施形態では、
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前扉１００ａ開放状態で、封印シール７が正面を向くことになり、封印シール７の剥離の
有無を容易に確認できる。
　また、シール貼付面は、ヒンジ部１ａの対辺側に配置してある。これにより、基板ケー
ス１を僅かに開放しただけでも、封印シール７に外力が加わって破れるため、開封の痕跡
を確実に残すことができる。
【００２２】
　また、蓋フランジ部３１と本体フランジ部４１には、ケース閉状態にしたときに挿通す
るネジ穴３１１，４１１が形成され、図５に示すように、このネジ穴３１１，４１１にネ
ジ６を螺入することにより、蓋フランジ部３１と本体フランジ部４１を螺着させ、蓋ケー
ス３と本体ケース４を封閉することができる（図１０（ａ）参照）。
　さらに、このネジ穴３１１，４１１は、貼付される封印シール７のＩＣタグ７ｂに対応
する位置に設けてある（図１０（ｂ）参照）。蓋ケース３と本体ケース４を開封するには
、ネジ６を取り外す必要があるため、このＩＣタグ７ｂの部分にドライバーを突き通さな
ければならない。これにより、ＩＣタグ７ｂは破壊され、固有のＩＤ情報が読み取り不能
となるため、開封の痕跡を確実に残すことができる。
【００２３】
　さらに、本実施形態の基板ケース１は、シール貼付面を覆うとともに、本体ケース４に
脱離不能に取付けられるカバー８を備えている。
　カバー８は、本発明のカバー部材の一例であり、透明な工業用樹脂材（例えば、ポリカ
ーボネート）で形成され、貼付された封印シール７を視認可能、かつ、剥離不能に保護す
るように構成されている。本実施形態のカバー８について、図６～図９を参照して以下に
説明する。
【００２４】
　カバー８は、図６（ａ）～（ｃ）に示すように、略Ｌ字状に形成され、本体ケース４に
取り付けられると、その上面がケース閉状態にある蓋フランジ面３１０と本体フランジ面
４１０ａに対向することで、封印シール７を覆うようになっている（図５、図１０（ｃ）
参照）。
【００２５】
　また、カバー８は、本体ケース４に係止される爪部８３を備えている。
　本体ケース４には、係止孔４１３と舌片４１４が形成され（図７参照）、爪部８３を係
止孔４１３に挿入することで、カバー８が本体ケース４に脱離不能に係止されるようにな
っている。
　具体的には、爪部８３は、外爪８３ａと内爪８３ｂとを備え、両側が鉤状に形成された
くさび状を有している。爪部８３を係止孔４１３に挿入することで、図９に示すように、
外爪８３ａは、本体ケース４底面に係止され、内爪８３ｂは、舌片４１４底面に係止され
る。
　このように爪部８３をくさび状に形成することで、爪部８３の係止孔４１３への挿入・
係止は、爪部８３と舌片４１４が弾性変形することで可能となるが、係止された状態から
は、爪部８３と舌片４１４に外力を同時に加えて変形させない限り、脱抜不能とすること
ができる。
【００２６】
　ところが、図８に示すように、本体フランジ部４１の底面となる凹部４１ａは、爪部８
３と舌片４１４が露出した状態であり、これらに外力を加えることで爪部８３の係止状態
が解除されてしまう。そこで、同図に示すように、この凹部４１ａに、シールド手段の一
例であるシールド板９を取り外し不能に固着（接着）することで、爪部８３と舌片４１４
を操作不能としてある（図９参照）。これにより、爪部８３と舌片４１４に外力を加える
ことができないため、カバー８は本体ケース４に脱離不能に係止される。
【００２７】
　このようにカバー８を本体ケース４に脱離不能に係止することで、カバー８は単に封印
シール７を剥離不能に保護するのみならず、蓋ケース３と本体ケース４とを開封不能に封
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止するように作用する。
　これは、カバー８が、蓋フランジ面３１０を覆う部分に対応する蓋フランジカバー部８
ａを有するからである（図６（ａ）参照）。すなわち、蓋フランジカバー部８ａは、蓋フ
ランジ面３１０を覆うことから、カバー８が本体ケース４に脱離不能に係止されると、蓋
フランジカバー部８ａが蓋フランジ３１の可動を制限し、蓋ケース３の開放を阻止するよ
うに作用する。
　このように、蓋フランジ面３１０と本体フランジ面４１０ａとでシール貼付面を形成し
、カバー８がこのシール貼付面を覆うとともに、本体ケース４に脱離不能に係止されるこ
とで、カバー８が封印シール７を剥離不能に保護するだけでなく、蓋ケース３と本体ケー
ス４とを開封不能に封止し、かしめ構造３０，４０と同様な効果を奏するようになってい
る。
【００２８】
　さらに、カバー８は、図６（ａ）に示すように、蓋フランジ面３１０を覆う部分に対応
する蓋フランジカバー部８ａと、本体ケース４に脱離不能に係止される部分に対応する脱
離不能部８ｂとをラインＢを境界に分けて配置してある。
　このように配置することにより、ラインＢに沿ってカバー８を分断して、蓋フランジカ
バー部８ａを脱離不能部８ｂから取り外すと、この蓋フランジカバー部８ａによって覆わ
れた蓋フランジ３１を外部に露出させることができる（図１２参照）。これにより、封印
シール７を剥離し、ネジ６を取り外すことで、基板ケース１を開放させることもできる。
　そして、この場合でも、脱離不能部８ｂは本体ケース４に脱離不能に係止されているた
め、開封の痕跡を明確に残すことができる。
【００２９】
　さらに、脱離不能部８ｂには、図６（ｃ）に示すように、貼付された封印シール７を上
方から押圧するシール押さえ部８４を形成してある。
　シール押さえ部８４は、シール貼付面の一部である本体フランジ面４１０ａを覆う部分
に設けられ、本体フランジ面４１０ａに向かって突出して、封印シール７を上方から押圧
する。
　これにより、蓋フランジカバー部８ａが取り外され、蓋フランジ３１が外部に露出され
た状態では、封印シール７を剥がすことができるものの、封印シール７はシール押さえ部
８４と本体フランジ面４１０ａとに狭持されているため、封印シール７は、狭持されてい
る部分を残存させたまま、剥がされることになる。これにより、封印シール７が剥がされ
た痕跡を明確に残すことができる。
【００３０】
　また、カバー８には、カバー８を蓋フランジカバー部８ａと脱離不能部８ｂとに容易に
分断可能なよう、凸部８１と孔８２とをラインＢに沿って設けてある。
　凸部８１は、カバー８上面から上方に突出するように形成され、その内部に溝８１ａを
設けてある。
　これにより、カッターやニッパーなどの刃物をカバー８上面と平行にスライドして凸部
８１を剪截すると、凸部８１は孔となり、さらに、この孔と、孔８２とを繋げるように剪
截すると、カバー８をラインＢに沿って分断することができる。これにより、主基板２に
対する不正改造の有無を確認するときなど、基板ケース１を合法的に開封するときの作業
性を向上させることができる。
【００３１】
　以上のように構成されたカバー８の基板ケース１への取り付けと、カバー８が分断され
る動作について、図１０～図１３を参照しつつ説明する。
　まず、主基板２を蓋ケース３に取り付けて、蓋ケース３と本体ケース４を、ヒンジ１ａ
を介して閉状態にすると、図１０（ａ）に示すように、蓋フランジ面３１０と本体フラン
ジ面４１０ａとで面一のシール貼付面が形成される。さらに、ネジ穴３１１，４１１にネ
ジ６を螺入し、蓋フランジ部３１と本体フランジ部４１とを螺着する。そして、このシー
ル貼付面に、図１０（ｂ）に示すように、封印シール７を貼り付ける。
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【００３２】
　蓋フランジ面３１０の両端には、上方に突出するリブ状のシール囲い３１２を設けてあ
る。このシール囲い３１２は、封印シール７の厚みより高く形成され、封印シール７を貼
り付ける際のガイドリブとして機能するとともに、封印シール７とシール貼付面の間に、
刃物（カッターなど）の挿入を阻止する機能をも有している。
　なお、図１３に示すように、蓋フランジ面３１０のみならず、本体フランジ面４１０ａ
にもシール囲い４１２を設けるとともに、シール囲い３１２，４１２を、蓋フランジ面３
１０と本体フランジ面４１０ａの全周に亘って設けることもできる。これにより、刃物（
カッターなど）の挿入を全周から阻止することができる。
　さらに、同図に示すように、二液を混合させると硬化するウレタン樹脂系接着剤からな
るウレタン材１０をシール囲い３１２，４１２内に充填させて、貼付した封印シール７を
ウレタン材１０でコーティングすることもできる。
　これにより、封印シール７が、ウレタン材１０で全て覆われるとともに、シール貼付面
から剥離不能となるため、封印シール７をさらに強固に保護することができる。
　また、さらに、この場合において、カバー８と封印シール７との間にウレタン材１０を
充填させて、カバー８をシール貼付面に接着してもよい。
【００３３】
　そして、爪部８３を係止孔４１３に挿入することで、図１０（ｃ）に示すように、カバ
ー８を本体ケース４に取り付けることができる。これにより、カバー８が本体ケース４に
脱離不能に係止され、封印シール７を剥離不能に覆うことができる。
　凸部８１と孔８２は、この状態においてＱＲコード７ａの視認性を確保するように、配
置されている。
【００３４】
　カバー８の分断は、以下のように行う。
　まず、カッターやニッパーなどの刃物をカバー８上面と平行にスライドして、凸部８１
を剪截する。これにより、凸部８１の内側には、溝８１ａが形成されているため、凸部８
１は、図１１（ａ）に示すように、孔となる。さらに、この孔と、孔８２とを繋げるよう
に剪截すると、図１１（ｂ）に示すように、カバー８をラインＢに沿って分断することが
できる。
【００３５】
　この状態で、蓋フランジカバー部８ａを取り外すと、図１２（ａ）に示すように、蓋フ
ランジ面３１０に対応した部分の封印シール７を外部に露出させることができる。
　封印シール７は、シール囲い３１２による刃物の挿入の阻止と、シール押さえ部８４に
よる狭持とにより、剥離不能となっているため、蓋フランジ面３１０と本体フランジ面４
１０ａとの間に対応する切断ライン７ｄに沿って、刃物を挿入して封印シール７を切断す
る。
　さらに、ドライバーで、封印シール７のネジ穴３１１に対応する部分を突き通すととも
に、ネジ６を取り外すことで、蓋フランジ部３１と本体フランジ部４１との螺着を解き、
基板ケース１を開封することができる。このとき、ＩＣタグ７ｂは、ネジ穴３１１に対応
する部分に配置されているため、ドライバーにより確実に破壊され、タグリーダにより読
み取り不能な状態となる。
　このように、基板ケース１を開封するためには、カバー８の破壊のみならず、封印シー
ル７の切断とＩＣタグ７ｂの破壊が伴うことから、開封の痕跡が確実に残るようになって
いる。
【００３６】
　以上説明したように、本実施形態に係る基板ケース１によれば、封印シール７を剥離不
能に保護するとともに、開封されたときには、その痕跡を確実に残すことで、不正改造に
対するセキュリティを向上させることができる。
　例えば、近年では、封印シールを剥がして、主基板に不正改造を施した後、模倣品の封
印シールに貼り替える不正行為が多発している。
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　封印シールは、一般的に外部に露出するように貼付され、簡単に剥がされてしまうこと
から、これが要因となって、不正行為を誘発させていた。
　また、封印シールは、個々の主基板を特定可能な固有情報を備えている。例えば、固有
情報をＱＲコードで表記したものや、ＩＣタグに固有情報を記録したタイプの封印シール
もある。このような固有情報は、主基板が搭載される遊技機と対応付けられて管理され、
設置される遊技場を特定可能な重要な情報として位置づけられている。
【００３７】
　このように、封印シールは、剥離不能に保護されるべきものの、何ら対策が講じられて
いないのが現状である。
　これに対して、本実施形態に係る基板ケース１によれば、封印シール７を剥離不能に保
護するとともに、開封されたときには、その痕跡を確実に残すことで、不正改造に対する
セキュリティを向上させることができる。
【００３８】
　以上、本発明の遊技機用基板ケースについて、好ましい実施形態を示して説明したが、
本発明に係る遊技機用基板ケースは、上述した実施形態にのみ限定されるものではなく、
本発明の範囲で種々の変更実施が可能であることはいうまでもない。
【００３９】
　例えば、本実施形態では、基板ケース１に収容するプリント基板を主基板としたが、ス
ピーカやランプ等を制御する演出用の基板であるサブ基板や、その他の基板を収容するこ
ともできる。
　また、本実施形態では、貼付した封印シール７をコーティングするコーティング材をウ
レタン材１０（ウレタン樹脂系接着剤）としたが、アクリル樹脂系接着剤や、エポシキ樹
脂系接着剤などの合成系接着剤を用いることもできる。
　また、本実施形態では、プリント基板（主基板２）を蓋ケース３に固定したが、本体ケ
ース４に固定することもできる。
【００４０】
　また、本明細書に開示された発明は以下のような構成とすることができる。
１．蓋ケースと本体ケースとの間に所定のプリント基板を挟んで収容する遊技機用基板ケ
ースであって、
　所定のシール部材を蓋ケースと本体ケースに跨って貼付可能なシール貼付面と、前記シ
ール貼付面を覆うカバー部材と、を備え、
　蓋ケースと本体ケースは、それぞれケース外縁から突出する蓋フランジ部と本体フラン
ジ部を有し、
　前記シール貼付面は、蓋フランジ部と本体フランジ部とが重なる部位に対応する蓋フラ
ンジ面と、蓋フランジ部と本体フランジ部とが重ならない部位に対応する本体フランジ面
とで形成され、
　前記カバー部材を本体ケースに脱離不能に取付ける取付け構造を有することを特徴とす
る遊技機用基板ケース。
２．前記シール貼付面の周縁に、シール部材の厚みより高いシール囲いを設けた上記１項
記載の遊技機用基板ケース。
３．前記蓋フランジ面に、各フランジ部を螺着させるネジ穴を備え、
　前記ネジ穴を、前記シール部材が有する所定の識別情報が記録されたＩＣタグの貼付位
置に対応して設けた上記１項又は２項記載の遊技機用基板ケース。
４．前記カバー部材は、前記蓋フランジ面を覆う部分と、前記本体ケースに脱離不能に取
付けられる部分とを、所定のラインを境に分けて配置した上記１項～３項のいずれか一項
に記載の遊技機用基板ケース。
５．前記カバー部材は、前記ラインに沿って、外部に突出する前記凸部を備え、この凸部
内側に、前記凸部を剪截することで、前記各部分に分断可能な溝を形成した上記４項記載
の遊技機用基板ケース。
６．前記カバー部材は、本体ケースに脱離不能に取付けられる部分に、本体フランジ面を
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て前記シール部材を押圧するシール押さえ部を設けた上記１項～５項のいずれか一項に記
載の遊技機用基板ケース。
７．蓋ケースと本体ケースとを開閉させるヒンジ構造を有し、
　前記シール貼付面を前記ヒンジ構造と対向する側に形成した上記１項～６項のいずれか
一項に記載の遊技機用基板ケース。
８．前記取付け構造は、
　鉤状に形成された爪部が係止する係止手段と、係止状態の前記爪部を操作不能にシール
ドするシールド手段と、を備える上記１項～７項のいずれか一項に記載の遊技機用基板ケ
ース。
【符号の説明】
【００４１】
　　１　基板ケース
　　２　主基板
　　３　蓋ケース
　　３１　蓋フランジ部
　　３１０　蓋フランジ面
　　３１１　ネジ穴
　　３１２　シール囲い
　　４　本体ケース
　　４１　本体フランジ部
　　４１０ａ，４１０ｂ　本体フランジ面
　　４１１　ネジ穴
　　５　かしめピン
　　６　ネジ
　　７　封印シール
　　８　カバー
　　８１　凸部
　　８１ａ　溝
　　８３　爪部
　　８４　シール押さえ部
　　９　シールド板
　　１００　スロットマシン
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